
１　調査の目的

２　調査の根拠法令

３　調査の対象

４　調査事項① 世帯の状況② 生活行動・家族のきずな③ 親戚や地域社会とのつながり④ 家計の状況
６　調査の時期・方法

　少子化・高齢化や社会経済情勢の変化に伴い、家庭・家族も変容し多様化していく中で、いまの奈良県民のくらしの実態を明らかにし、県の施策の企画立案の基礎資料として活用することを目的とします。　この調査は、統計法及び奈良県統計調査条例の適用を受けて実施します。　奈良県が実施する統計調査として総務大臣に届出済み（平成21年８月５日届出済）です。　したがって、調査上の秘密は固く守られ、また、調査結果を統計目的以外に使用することは絶対ありません。　奈良県内にお住まいの一般世帯すべての中から、統計的手法により無作為に抽出した１万世帯を対象とします。　（地域の範囲は県内全市町村を対象としています。抽出する世帯数は、各市町村の世帯数規模などに応じて、１市町村当たり７０程度～２５００程度となっています。）
（家事・育児、介護・看護の状況、余暇の過ごし方、家族一緒に過ごす機会の状況、消費行動の状況　など）（各世帯員の続柄・性別・年齢・就業の有無、住居の種類、県内転居のきっかけ　など）
（親戚づきあい、近所づきあい、地域団体等への加入状況、地域活動への参加状況　など）

　各世帯のくらし向き全般を調査します。具体的には、以下のとおりです。
（支出・収入・貯蓄・借入からみた家計の状況）

・調査の実施主体は奈良県で、調査業務を民間調査会社（(株)サーベイリサーチセンター大阪事務所）に委託して実施します。・調査の方法は、秘密厳守が法的に義務づけられた「統計調査員」が、各調査対象世帯を訪問して調査票を配布・回収する方法で実施します。・統計調査員は、９月中旬から順次調査票の配布、10月上～中旬に回収のため、各調査対象世帯を訪問します。
・この調査の調査期日は、平成２１年１０月１日です。

奈良県民のくらしに関する調査

  奈良県民のくらし向きや家族のすがたを明らかにするための統計調査を実施します。　　　　～ 奈良県独自。県民のくらし全般を対象とする初の調査 ～　　　　～ 県内１万世帯が対象。平成２１年１０月１日実施 ～



７　その他１） 結果の公表 この調査の結果は、平成２２年３月末に奈良県ＨＰなどに公表を予定しています。２） この調査に関するお問い合わせ先 この調査に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。
【調査票の記入・回収に関するお問い合わせ先】

　　奈良県民のくらしに関する調査事務局（(株)サーベイリサーチセンター大阪事務所）

　　　ＴＥＬ：０１２０－５６６－８１３（フリーダイヤル）

【調査の趣旨などに関するお問い合わせ先】

　　奈良県総務部知事公室統計課

　　　ＴＥＬ：０７４２－２７－８４４１（直通）
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